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(57)【要約】
【課題】有機ＥＬ素子用の保護膜の性能を向上させる。
【解決手段】有機ＥＬ素子を有する表示装置の製造方法
は、基板１１上に有機ＥＬ素子を形成する工程と、有機
ＥＬ素子を覆うように保護膜１６を形成する工程と、を
有する。保護膜１６は、Ｓｉを含有する絶縁膜１６ａと
、Ａｌを含有する絶縁膜１６ｂと、Ｓｉを含有する絶縁
膜１６ｃとを有する積層膜からなる。保護膜１６を形成
する工程は、有機ＥＬ素子を覆うように絶縁膜１６ａを
プラズマＣＶＤ法を用いて形成する工程と、絶縁膜１６
ａ上に絶縁膜１６ｂをＡＬＤ法を用いて形成する工程と
、絶縁膜１６ｂ上に絶縁膜１６ｃをプラズマＣＶＤ法を
用いて形成する工程と、を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の工程を含む有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法：
　（ａ）前記有機ＥＬ素子を覆うように、Ｓｉを含有する第１絶縁膜を、プラズマＣＶＤ
法を用いて形成する工程；
　（ｂ）前記第１絶縁膜上に、Ａｌを含有する第２絶縁膜を、ＡＬＤ法を用いて形成する
工程；
　（ｃ）前記第２絶縁膜上に、Ｓｉを含有する第３絶縁膜を、プラズマＣＶＤ法を用いて
形成する工程、
　ここで、
　前記第１絶縁膜、前記第２絶縁膜および前記第３絶縁膜からなる積層膜により、前記有
機ＥＬ素子用の保護膜が形成される。
【請求項２】
　請求項１記載の有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法において、
　前記第１絶縁膜は、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜からなり
、
　前記第２絶縁膜は、酸化アルミニウム膜、窒化アルミニウム膜または酸窒化アルミニウ
ム膜からなり、
　前記第３絶縁膜は、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜からなる
、有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法。
【請求項３】
　請求項１記載の有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法において、
　前記第１絶縁膜は、窒化シリコン膜からなり、
　前記第２絶縁膜は、酸化アルミニウム膜または酸窒化アルミニウム膜からなり、
　前記第３絶縁膜は、窒化シリコン膜からなる、有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法。
【請求項４】
　請求項１記載の有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法において、
　前記第１絶縁膜の第１厚さは、前記第２絶縁膜の第２厚さよりも厚く、かつ、前記第３
絶縁膜の第３厚さよりも厚い、有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法。
【請求項５】
　請求項４記載の有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法において、
　前記第２絶縁膜の前記第２厚さは、１０ｎｍ以上である、有機ＥＬ素子用の保護膜の形
成方法。
【請求項６】
　請求項５記載の有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法において、
　前記第３絶縁膜の前記第３厚さは、１０ｎｍ以上である、有機ＥＬ素子用の保護膜の形
成方法。
【請求項７】
　請求項１記載の有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法において、
　前記（ａ）工程および前記（ｃ）工程では、プラズマＣＶＤ法として、ＩＣＰ－ＣＶＤ
法が用いられる、有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法。
【請求項８】
　請求項１記載の有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法において、
　前記第２絶縁膜は、前記第１絶縁膜に接し、
　前記第３絶縁膜は、前記第２絶縁膜に接している、有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法
。
【請求項９】
　以下の工程を含む、有機ＥＬ素子を有する表示装置の製造方法：
　（ａ）基板上に前記有機ＥＬ素子を形成する工程；
　（ｂ）前記有機ＥＬ素子を覆うように、Ｓｉを含有する第１絶縁膜を、プラズマＣＶＤ
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法を用いて形成する工程；
　（ｃ）前記第１絶縁膜上に、Ａｌを含有する第２絶縁膜を、ＡＬＤ法を用いて形成する
工程；
　（ｄ）前記第２絶縁膜上に、Ｓｉを含有する第３絶縁膜を、プラズマＣＶＤ法を用いて
形成する工程、
　ここで、
　前記第１絶縁膜、前記第２絶縁膜および前記第３絶縁膜からなる積層膜により、前記有
機ＥＬ素子用の保護膜が形成される。
【請求項１０】
　請求項９記載の表示装置の製造方法において、
　前記第１絶縁膜は、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜からなり
、
　前記第２絶縁膜は、酸化アルミニウム膜、窒化アルミニウム膜または酸窒化アルミニウ
ム膜からなり、
　前記第３絶縁膜は、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜からなる
、表示装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項９記載の表示装置の製造方法において、
　前記第１絶縁膜は、窒化シリコン膜からなり、
　前記第２絶縁膜は、酸化アルミニウム膜または酸窒化アルミニウム膜からなり、
　前記第３絶縁膜は、窒化シリコン膜からなる、表示装置の製造方法。
【請求項１２】
　請求項９記載の表示装置の製造方法において、
　（ｅ）前記（ｄ）工程後、前記第３絶縁膜上に樹脂膜を形成する工程、
　を更に有する、表示装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項９記載の表示装置の製造方法において、
　前記第１絶縁膜の第１厚さは、前記第２絶縁膜の第２厚さよりも厚く、かつ、前記第３
絶縁膜の第３厚さよりも厚い、表示装置の製造方法。
【請求項１４】
　請求項１３記載の表示装置の製造方法において、
　前記第２絶縁膜の前記第２厚さは、１０ｎｍ以上である、表示装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１４記載の表示装置の製造方法において、
　前記第３絶縁膜の前記第３厚さは、１０ｎｍ以上である、表示装置の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１３記載の表示装置の製造方法において、
　前記基板は、フレキシブル基板である、表示装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１６記載の表示装置の製造方法において、
　前記第１の厚さと前記第２の厚さと前記第３の厚さの合計は、２００ｎｍ以下である、
表示装置の製造方法。
【請求項１８】
　請求項９記載の表示装置の製造方法において、
　前記（ｂ）工程および前記（ｄ）工程では、プラズマＣＶＤ法として、ＩＣＰ－ＣＶＤ
法が用いられる、表示装置の製造方法。
【請求項１９】
　請求項９記載の表示装置の製造方法において、
　前記第２絶縁膜は、前記第１絶縁膜に接し、
　前記第３絶縁膜は、前記第２絶縁膜に接している、表示装置の製造方法。
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【請求項２０】
　基板、
　前記基板上に形成された有機ＥＬ素子、
　前記有機ＥＬ素子を覆うように形成された第１絶縁膜、
　前記第１絶縁膜上に形成された第２絶縁膜、
　前記第２絶縁膜上に形成された第３絶縁膜、
　を有する表示装置であって、
　前記第１絶縁膜は、プラズマＣＶＤ法を用いて形成された、窒化シリコン膜、酸化シリ
コン膜または酸窒化シリコン膜からなり、
　前記第２絶縁膜は、ＡＬＤ法により形成された、酸化アルミニウム膜、窒化アルミニウ
ム膜または酸窒化アルミニウム膜からなり、
　前記第３絶縁膜は、プラズマＣＶＤ法を用いて形成された、窒化シリコン膜、酸化シリ
コン膜または酸窒化シリコン膜からなり、
　前記第１絶縁膜、前記第２絶縁膜および前記第３絶縁膜からなる積層膜により、前記有
機ＥＬ素子用の保護膜が形成されている、表示装置。
【請求項２１】
　請求項２０記載の表示装置において、
　前記基板は、フレキシブル基板であり、
　前記第１絶縁膜の第１厚さは、前記第２絶縁膜の第２厚さよりも厚く、かつ、前記第３
絶縁膜の第３厚さよりも厚い、表示装置。
【請求項２２】
　請求項２１記載の表示装置において、
　前記第３絶縁膜上に形成された樹脂膜を更に有する、表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ素子用の保護膜の形成方法、表示装置の製造方法および表示装置に
関し、例えば、有機ＥＬ表示装置の製造方法、および有機ＥＬ表示装置に好適に利用でき
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　発光素子として、エレクトロルミネッセンスを利用した有機エレクトロルミネッセンス
素子（organic electroluminescence device）の開発が進められている。なお、有機エレ
クトロルミネッセンス素子は、有機ＥＬ素子と称される。エレクトロルミネッセンスとは
、物質に電圧を印加した際に発光する現象であり、特に、このエレクトロルミネッセンス
を有機物質で生じさせる素子を有機ＥＬ素子（有機エレクトロルミネッセンス素子）と呼
ぶ。有機ＥＬ素子は、電流注入型デバイスであり、かつ、ダイオード特性を示すため、有
機発光ダイオード（Organic Light Emitting Diode：ＯＬＥＤ）とも呼ばれる。
【０００３】
　特開２０１３－１８７０１９号公報（特許文献１）および特開２０１５－６９８５７号
公報（特許文献２）には、有機ＥＬ表示装置に関する技術が記載されている。特開２００
１－２８４０４２号公報（特許文献３）には、有機ＥＬ素子に関する技術が記載されてい
る。特開２００６－２７８４８６号公報（特許文献４）には、ＡＬＤ法による成膜に関す
る技術が記載されている。国際公開第２０１２／０３９３１０号（特許文献５）には、有
機ＥＬ素子の製造方法に関する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】日本国特開２０１３－１８７０１９号公報
【特許文献２】日本国特開２０１５－６９８５７号公報
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【特許文献３】日本国特開２００１－２８４０４２号公報
【特許文献４】日本国特開２００６－２７８４８６号公報
【特許文献５】国際公開第２０１２／０３９３１０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　有機ＥＬ素子は、水分に弱いため、有機ＥＬ素子を覆うように保護膜を形成して、有機
ＥＬ素子への水分の伝達を防ぐことが望ましい。有機ＥＬ素子用の保護膜においても、性
能を向上させることが望まれる。
【０００６】
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろ
う。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一実施の形態によれば、保護膜の形成方法は、（ａ）有機ＥＬ素子を覆うように、Ｓｉ
を含有する第１絶縁膜をプラズマＣＶＤ法を用いて形成する工程、（ｂ）前記第１絶縁膜
上に、Ａｌを含有する第２絶縁膜をＡＬＤ法を用いて形成する工程、（ｃ）前記第２絶縁
膜上に、Ｓｉを含有する第３絶縁膜をプラズマＣＶＤ法を用いて形成する工程、を有する
。前記第１絶縁膜と前記第２絶縁膜と前記第３絶縁膜とを有する積層膜により、前記有機
ＥＬ素子用の保護膜が形成される。
【発明の効果】
【０００８】
　一実施の形態によれば、有機ＥＬ素子用の保護膜の性能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施の形態の表示装置の全体構成を示す平面図である。
【図２】一実施の形態の表示装置の要部平面図である。
【図３】一実施の形態の表示装置の要部断面図である。
【図４】一実施の形態の表示装置の製造工程を示す工程フロー図である。
【図５】一実施の形態の表示装置の製造工程のうちの、保護膜形成工程を示す工程フロー
図である。
【図６】一実施の形態の表示装置の製造工程中の要部断面図である。
【図７】図６に続く表示装置の製造工程中の要部断面図である。
【図８】図７に続く表示装置の製造工程中の要部断面図である。
【図９】図８に続く表示装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１０】図９に続く表示装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１１】図１０に続く表示装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１２】図１１に続く表示装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１３】図１２に続く表示装置の製造工程中の要部断面図である。
【図１４】保護膜形成用の成膜装置の一例を示す説明図である。
【図１５】プラズマＣＶＤ法を用いた成膜用チャンバの構成の一例を示す断面図である。
【図１６】ＡＬＤ法を用いた成膜用チャンバの構成の一例を示す断面図である。
【図１７】図９の一部を拡大して示した部分拡大断面図である。
【図１８】図１０の一部を拡大して示した部分拡大断面図である。
【図１９】図１１の一部を拡大して示した部分拡大断面図である。
【図２０】比較例の断面図である。
【図２１】表示装置の基板としてフレキシブル基板を用い、そのフレキシブル基板（表示
装置）を折り曲げた場合を模式的に示す断面図である。
【図２２】保護膜の水分透過率について実験した結果を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
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【００１０】
　以下の実施の形態においては便宜上その必要があるときは、複数のセクションまたは実
施の形態に分割して説明するが、特に明示した場合を除き、それらはお互いに無関係なも
のではなく、一方は他方の一部または全部の変形例、詳細、補足説明等の関係にある。ま
た、以下の実施の形態において、要素の数等（個数、数値、量、範囲等を含む）に言及す
る場合、特に明示した場合および原理的に明らかに特定の数に限定される場合等を除き、
その特定の数に限定されるものではなく、特定の数以上でも以下でもよい。さらに、以下
の実施の形態において、その構成要素（要素ステップ等も含む）は、特に明示した場合お
よび原理的に明らかに必須であると考えられる場合等を除き、必ずしも必須のものではな
いことは言うまでもない。同様に、以下の実施の形態において、構成要素等の形状、位置
関係等に言及するときは、特に明示した場合および原理的に明らかにそうでないと考えら
れる場合等を除き、実質的にその形状等に近似または類似するもの等を含むものとする。
このことは、上記数値および範囲についても同様である。
【００１１】
　以下、実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、実施の形態を説明するため
の全図において、同一の機能を有する部材には同一の符号を付し、その繰り返しの説明は
省略する。また、以下の実施の形態では、特に必要なとき以外は同一または同様な部分の
説明を原則として繰り返さない。
【００１２】
　また、実施の形態で用いる図面においては、断面図であっても図面を見易くするために
ハッチングを省略する場合もある。また、平面図であっても図面を見易くするためにハッ
チングを付す場合もある。
【００１３】
　（実施の形態）
　＜表示装置の全体構造について＞
　本実施の形態の表示装置は、有機ＥＬ素子を利用した有機ＥＬ表示装置（有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置）である。本実施の形態の表示装置を、図面を参照して説明す
る。
【００１４】
　図１は、本実施の形態の表示装置１の全体構成を示す平面図である。
【００１５】
　図１に示される表示装置１は、表示部２と、回路部３とを有している。表示部２には、
複数の画素がアレイ状に配列されており、画像の表示を可能としている。回路部３には、
必要に応じて種々の回路が形成されており、例えば、駆動回路または制御回路などが形成
されている。回路部３内の回路は、必要に応じて、表示部２の画素に接続されている。回
路部３は、表示装置１の外部に設けることもできる。表示装置１の平面形状は、種々の形
状を採用できるが、例えば矩形状である。
【００１６】
　図２は、表示装置１の要部平面図であり、図３は、表示装置１の要部断面図である。図
２には、表示装置１の表示部２の一部（図１に示される領域４）を拡大して示してある。
図３は、図２のＡ１－Ａ１線の位置での断面図にほぼ対応している。
【００１７】
　表示装置１のベースを構成する基板１１は、絶縁性を有している。また、基板１１は、
フレキシブル基板（フィルム基板）であり、可撓性を有している。このため、基板１１は
、絶縁性を有するフレキシブル基板、すなわちフレキシブル絶縁基板である。基板１１は
、更に透光性を有する場合もあり得る。基板１１として、例えばフィルム状のプラスチッ
ク基板（プラスチックフィルム）を用いることができる。基板１１は、図１の表示装置１
の平面全体に存在しており、表示装置１の最下層を構成している。このため、基板１１の
平面形状は、表示装置１の平面形状とほぼ同じであり、種々の形状を採用できるが、例え
ば矩形状とすることができる。なお、基板１１の互いに反対側に位置する２つの主面のう
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ち、有機ＥＬ素子が配置される側の主面、すなわち後述のパッシベーション膜１２、電極
層１３、有機層１４、電極層１５および保護膜１６を形成する側の主面を、基板１１の上
面と称することとする。また、基板１１における上面とは反対側の主面を、基板１１の下
面と称することとする。
【００１８】
　基板１１の上面上には、パッシベーション膜（パッシベーション層）１２が形成されて
いる。パッシベーション膜１２は、絶縁材料（絶縁膜）からなり、例えば酸化シリコン膜
からなる。パッシベーション膜１２は、形成しない場合もあり得るが、形成した方がより
好ましい。パッシベーション膜１２は、基板１１の上面のほぼ全体にわたって形成するこ
とができる。
【００１９】
　パッシベーション膜１２は、基板１１側から有機ＥＬ素子（特に有機層１４）への水分
の伝達を防止（遮断）する機能を有している。このため、パッシベーション膜１２は、有
機ＥＬ素子の下側の保護膜として機能することができる。一方、保護膜１６は、有機ＥＬ
素子の上側の保護膜として機能することができ、上側から有機ＥＬ素子（特に有機層１４
）への水分の伝達を防止（遮断）する機能を有している。
【００２０】
　基板１１の上面上には、パッシベーション膜１２を介して、有機ＥＬ素子が形成されて
いる。有機ＥＬ素子は、電極層１３と有機層１４と電極層１５とからなる。つまり、基板
１１上のパッシベーション膜１２上には、電極層１３と有機層１４と電極層１５とが、下
から順に形成（積層）されており、これら電極層１３と有機層１４と電極層１５とにより
、有機ＥＬ素子が形成されている。
【００２１】
　電極層１３は、下部電極層であり、電極層１５は、上部電極層である。電極層１３は、
陽極および陰極うちの一方を構成し、電極層１５は、陽極および陰極うちの他方を構成す
る。すなわち、電極層１３が陽極（陽極層）の場合は、電極層１５は陰極（陰極層）であ
り、電極層１３が陰極（陰極層）の場合は、電極層１５は陽極（陽極層）である。電極層
１３および電極層１５は、それぞれ導電膜からなる。
【００２２】
　電極層１３および電極層１５のうちの一方は、反射電極として機能できるように、アル
ミニウム（Ａｌ）膜などの金属膜により形成することが好ましく、また、電極層１３およ
び電極層１５のうちの他方は、透明電極として機能できるように、ＩＴＯ（インジウムス
ズオキサイド）などからなる透明導体膜により形成することが好ましい。基板１１の下面
側から光を取出す、いわゆるボトムエミッション方式を採用する場合は、電極層１３を透
明電極とすることができ、基板１１の上面側から光を取出す、いわゆるトップエミッショ
ン方式を採用する場合は、電極層１５を透明電極とすることができる。また、ボトムエミ
ッション方式を採用する場合は、基板１１として透光性を有する透明基板（透明フレキシ
ブル基板）を用いることができる。
【００２３】
　基板１１上のパッシベーション膜１２上に電極層１３が形成され、電極層１３上に有機
層１４が形成され、有機層１４上に電極層１５が形成されているため、電極層１３と電極
層１５との間には、有機層１４が介在している。
【００２４】
　有機層１４は、少なくとも有機発光層を含んでいる。有機層１４は、有機発光層以外に
も、ホール輸送層、ホール注入層、電子輸送層および電子注入層のうちの任意の層を、必
要に応じて更に含むことができる。このため、有機層１４は、例えば、有機発光層の単層
構造、ホール輸送層と有機発光層と電子輸送層との積層構造、あるいは、ホール注入層と
ホール輸送層と有機発光層と電子輸送層と電子注入層との積層構造などを有することがで
きる。
【００２５】
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　電極層１３は、例えば、Ｘ方向に延在するストライプ状のパターンを有している。すな
わち、電極層１３は、Ｘ方向に延在するライン状の電極（電極パターン）１３ａが、Ｙ方
向に所定の間隔で複数配列した構成を有している。電極層１５は、例えば、Ｙ方向に延在
するストライプ状のパターンを有している。すなわち、電極層１５は、Ｙ方向に延在する
ライン状の電極（電極パターン）１５ａが、Ｘ方向に所定の間隔で複数配列した構成を有
している。つまり、電極層１３は、Ｘ方向に延在するストライプ状の電極群からなり、電
極層１５は、Ｙ方向に延在するストライプ状の電極群からなる。ここで、Ｘ方向とＹ方向
とは、互いに交差する方向であり、より特定的には、互いに直交する方向である。また、
Ｘ方向およびＹ方向は、基板１１の上面に略平行な方向でもある。
【００２６】
　電極層１５を構成する各電極１５ａの延在方向はＹ方向であり、電極層１３を構成する
各電極１３ａの延在方向はＸ方向であるため、電極１５ａと電極１３ａとは、平面視にお
いて互いに交差している。なお、平面視とは、基板１１の上面に略平行な平面で見た場合
を言うものとする。電極１５ａと電極１３ａとの各交差部においては、電極１５ａと電極
１３ａとで有機層１４が上下に挟まれた構造を有している。このため、電極１５ａと電極
１３ａとの各交差部に、電極１３ａと電極１５ａと電極１３ａ，１５ａ間の有機層１４と
で構成される有機ＥＬ素子（画素を構成する有機ＥＬ素子）が形成され、その有機ＥＬ素
子により画素が形成される。電極１５ａと電極１３ａとの間に所定の電圧が印加されるこ
とで、その電極１５ａ，電極１３ａ間に挟まれた部分の有機層１４中の有機発光層が発光
することができる。すなわち、各画素を構成する有機ＥＬ素子が発光することができる。
電極１５ａが、有機ＥＬ素子の上部電極（陽極または陰極の一方）として機能し、電極１
３ａが、有機ＥＬ素子の下部電極（陽極または陰極の他方）として機能する。
【００２７】
　なお、有機層１４は、表示部２全体にわたって形成することもできるが、電極層１３と
同じパターン（すなわち電極層１３を構成する複数の電極１３ａと同じパターン）として
形成することもでき、あるいは、電極層１５と同じパターン（すなわち電極層１５を構成
する複数の電極１５ａと同じパターン）として形成することもできる。いずれにしても、
電極層１３を構成する複数の電極１３ａと電極層１５を構成する複数の電極１５ａとの各
交点には、有機層１４が存在している。
【００２８】
　このように、平面視において、表示装置１の表示部２では、平面視において、基板１１
上に有機ＥＬ素子（画素）がアレイ状に複数配列した状態になっている。
【００２９】
　なお、ここでは、電極層１３，１５がストライプ状のパターンを有している場合につい
て説明した。このため、アレイ状に配列した複数の有機ＥＬ素子（画素）において、Ｘ方
向に並んだ有機ＥＬ同士では、下部電極（電極１３ａ）同士が繋がっており、また、Ｙ方
向に並んだ有機ＥＬ同士では、上部電極（電極１５ａ）同士が繋がっている。しかしなが
ら、これに限定されず、アレイ状に配列する有機ＥＬ素子の構造は、種々変更可能である
。
【００３０】
　例えば、アレイ状に配列した複数の有機ＥＬ素子が、上部電極でも下部電極でも互いに
つながっておらず、独立に配置されている場合もあり得る。この場合は、各有機ＥＬ素子
は、下部電極と有機層と上部電極との積層構造を有する孤立パターンにより形成され、こ
の孤立した有機ＥＬ素子が、アレイ状に複数配列することになる。この場合は、各画素に
おいて有機ＥＬ素子に加えてＴＦＴ（薄膜トランジスタ）などのアクティブ素子を設ける
とともに、画素同士を必要に応じて配線を介して接続することができる。
【００３１】
　基板１１（パッシベーション膜１２）の上面上には、有機ＥＬ素子を覆うように、従っ
て電極層１３と有機層１４と電極層１５とを覆うように、保護膜（保護層）１６が形成さ
れている。表示部２に有機ＥＬ素子がアレイ状に配列している場合は、それらアレイ状に
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配列した有機ＥＬ素子を覆うように、保護膜１６が形成されている。このため、保護膜１
６は、表示部２全体に形成されていることが好ましく、また、基板１１の上面のほぼ全体
上に形成されていることが好ましい。有機ＥＬ素子（電極層１３、有機層１４および電極
層１５）を保護膜１６により覆うことで、有機ＥＬ素子（電極層１３、有機層１４および
電極層１５）を保護し、また、有機ＥＬ素子への水分の伝達、特に有機層１４への水分の
伝達を、保護膜１６によって防止（遮断）することができる。すなわち、保護膜１６を設
けたことで、保護膜１６を越えて有機ＥＬ素子側に水分が侵入するのを防止することがで
きる。保護膜１６は、有機ＥＬ素子用の保護膜である。
【００３２】
　但し、電極または配線などの一部を、保護膜１６から露出させる必要がある場合もあり
得る。そのような場合は、基板１１の上面側の全領域に保護膜１６を形成するのではなく
、基板１１の上面側の一部に保護膜１６が形成されない領域を設けておき、そこ（保護膜
１６が形成されていない領域）から、電極または配線などの一部を露出させることもでき
る。但し、そのような場合でも、保護膜１６を形成していない領域から、有機層１４は露
出しないようにすることが好ましい。
【００３３】
　本実施の形態では、保護膜１６は、絶縁膜（絶縁層）１６ａと、絶縁膜１６ａ上の絶縁
膜（絶縁層）１６ｂと、絶縁膜１６ｂ上の絶縁膜（絶縁層）１６ｃとの積層膜からなる。
すなわち、保護膜１６は、絶縁膜１６ａと絶縁膜１６ｂと絶縁膜１６ｃとの３つの層を有
している。
【００３４】
　保護膜１６を構成する絶縁膜１６ａ，１６ｂ，１６ｃのうち、絶縁膜１６ａと絶縁膜１
６ｃとは、それぞれ、プラズマＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition：化学的気相成長）
法により形成された絶縁膜であり、絶縁膜１６ｂは、ＡＬＤ（Atomic Layer Deposition
：原子層堆積）法で形成された絶縁膜である。絶縁膜１６ａと絶縁膜１６ｃとは、それぞ
れ、ＩＣＰ（Inductively Coupled Plasma）－ＣＶＤ法（誘導結合型プラズマＣＶＤ法）
により形成されていれば、更に好ましい。
【００３５】
　絶縁膜１６ａとしては、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜を好
適に用いることができるが、窒化シリコン膜が最も好ましい。また、絶縁膜１６ｃとして
は、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜を好適に用いることができ
るが、窒化シリコン膜が最も好ましい。
【００３６】
　絶縁膜１６ｂとしては、アルミニウム（Ａｌ）を含有する絶縁膜を用いることができ、
例えば、酸化アルミニウム膜、酸窒化アルミニウム膜または窒化アルミニウム膜を好適に
用いることができるが、その中でも、酸化アルミニウム膜または酸窒化アルミニウム膜が
特に好ましい。
【００３７】
　保護膜１６上には、樹脂膜（樹脂層、樹脂絶縁膜、有機絶縁膜）１７が形成されている
。すなわち、絶縁膜１６ｃ上に樹脂膜１７が形成されている。樹脂膜１７の材料としては
、例えばＰＥＴ（polyethylene terephthalate：ポリエチレンテレフタレート）などを好
適に用いることができる。
【００３８】
　樹脂膜１７は、その形成を省略することもできる。但し、樹脂膜１７を形成しない場合
よりも、樹脂膜１７を形成した場合の方が、より好ましい。樹脂膜１７は、柔らかいため
、樹脂膜１７を設けることで、表示装置１を扱いやすくなる。
【００３９】
　＜表示装置の製造方法＞
　本実施の形態の表示装置１の製造方法について、図面を参照して説明する。図４は、本
実施の形態の表示装置１の製造工程を示す、工程フロー図である。図５は、本実施の形態



(10) JP 2018-28996 A 2018.2.22

10

20

30

40

50

の表示装置１の製造工程のうちの、保護膜１６形成工程の詳細を示す、工程フロー図であ
る。図６～図１３は、本実施の形態の表示装置１の製造工程中の要部断面図であり、上記
図３に相当する領域の断面図が示されている。なお、ここでは、主として、表示装置１の
表示部２の製造工程を説明する。
【００４０】
　図６に示されるように、ガラス基板９とフレキシブル基板である基板１１とが貼り合わ
された基板１０を用意（準備）する（図４のステップＳ１）。基板１１は可撓性を有して
いるが、基板１１がガラス基板９に貼り合わされていることで、基板１１はガラス基板９
に固定される。これにより、基板１１上への各種の膜の形成やその膜の加工などが容易に
なる。なお、基板１１の下面が、ガラス基板９に貼り付けられている。
【００４１】
　次に、図７に示されるように、基板１０の上面上に、パッシベーション膜１２を形成す
る（図４のステップＳ２）。なお、基板１０の上面は、基板１１の上面と同義である。
【００４２】
　パッシベーション膜１２は、スパッタリング法、ＣＶＤ法またはＡＬＤ法などを用いて
形成することができる。パッシベーション膜１２は、絶縁材料からなり、例えば酸化シリ
コン膜からなる。例えば、ＣＶＤ法により形成した酸化シリコン膜を、パッシベーション
膜１２として好適に用いることができる。
【００４３】
　次に、図８に示されるように、基板１０の上面上に、すなわちパッシベーション膜１２
上に、電極層１３と電極層１３上の有機層１４と有機層１４上の電極層１５とからなる有
機ＥＬ素子を形成する。すなわち、パッシベーション膜１２上に、電極層１３と有機層１
４と電極層１５とを順に形成する（図４のステップＳ３，Ｓ４，Ｓ５）。この工程は、例
えば、次のようにして行うことができる。
【００４４】
　すなわち、基板１０の上面上に、すなわちパッシベーション膜１２上に、電極層１３を
形成する（図４のステップＳ３）。電極層１３は、例えば、導電膜をパッシベーション膜
１２上に形成してから、この導電膜を、フォトリソグラフィ技術およびエッチング技術な
どを用いてパターニングすることなどにより、形成することができる。それから、電極層
１３上に有機層１４を形成する（図４のステップＳ４）。有機層１４は、例えば、マスク
を用いた蒸着法（真空蒸着法）などにより、形成することができる。それから、有機層１
４上に電極層１５を形成する（図４のステップＳ５）。電極層１５は、例えば、マスクを
用いた蒸着法などにより、形成することができる。
【００４５】
　電極層１３と有機層１４と電極層１５とからなる有機ＥＬ素子を形成した後、基板１０
の上面上に、すなわち電極層１５上に、保護膜１６を形成する（図４のステップＳ６）。
保護膜１６は、有機ＥＬ素子を覆うように形成される。
【００４６】
　保護膜１６は、絶縁膜１６ａと絶縁膜１６ａ上の絶縁膜１６ｂと絶縁膜１６ｂ上の絶縁
膜１６ｃとの積層膜からなるため、ステップＳ６の保護膜１６形成工程は、図５に示され
るように、ステップＳ６ａの絶縁膜１６ａ形成工程と、ステップＳ６ｂの絶縁膜１６ｂ形
成工程と、ステップＳ６ｃの絶縁膜１６ｃ形成工程と、を有している。ステップＳ６ａの
絶縁膜１６ａ形成工程の後に、ステップＳ６ｂの絶縁膜１６ｂ形成工程が行われ、更にそ
の後にステップＳ６ｃの絶縁膜１６ｃ形成工程が行われる。
【００４７】
　このため、ステップＳ６の保護膜１６形成工程は、具体的には次のようにして行うこと
ができる。すなわち、まず、図９に示されるように、基板１０上に、すなわち電極層１５
上に、絶縁膜１６ａをプラズマＣＶＤ法を用いて形成する（図５のステップＳ６ａ）。絶
縁膜１６ａは、有機ＥＬ素子を覆うように形成される。それから、図１０に示されるよう
に、絶縁膜１６ａ上に絶縁膜１６ｂを、ＡＬＤ法を用いて形成する（図５のステップＳ６
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ｂ）。それから、図１１に示されるように、絶縁膜１６ｂ上に絶縁膜１６ｃを、プラズマ
ＣＶＤ法を用いて形成する（図５のステップＳ６ｃ）。これにより、絶縁膜１６ａと絶縁
膜１６ｂと絶縁膜１６ｃとの積層膜からなる保護膜１６が形成される。
【００４８】
　また、電極または配線などの一部を、保護膜１６から露出させる必要がある場合もあり
得る。そのような場合は、基板１０の上面の全領域に保護膜１６を形成するのではなく、
基板１０の上面の一部に保護膜１６が形成されない領域を設けて、そこ（保護膜１６が形
成されていない領域）から、電極または配線などの一部を露出させることができる。この
場合は、ステップＳ６の保護膜１６形成工程は、例えば次のようにして行うことができる
。すなわち、まず、基板１０上に、すなわち電極層１５上に、マスク（メタルマスク）を
配置してから、絶縁膜１６ａをプラズマＣＶＤ法を用いて形成する。それから、そのマス
クを取り除いてから、次のマスク（メタルマスク）を基板１０上に、すなわち電極層１５
上に配置してから、絶縁膜１６ａ上に絶縁膜１６ｂをＡＬＤ法を用いて形成する。それか
ら、そのマスクを取り除いてから、次のマスク（メタルマスク）を基板１０上に、すなわ
ち電極層１５上に配置してから、絶縁膜１６ｂ上に絶縁膜１６ｃをプラズマＣＶＤ法を用
いて形成し、その後、そのマスクを取り除く。これにより、絶縁膜１６ａと絶縁膜１６ｂ
と絶縁膜１６ｃとの積層膜からなる保護膜１６が形成される。マスクで覆われずに露出さ
れていた領域には、絶縁膜１６ａ，１６ｂ，１６ｃが形成され、従って保護膜１６が形成
されるが、マスクで覆われていた領域には、絶縁膜１６ａ，１６ｂ，１６ｃは形成されず
、従って保護膜１６は形成されない。これにより、有機ＥＬ素子を覆うように保護膜１を
形成することができるとともに、保護膜１６が形成されていない領域から、電極または配
線などを必要に応じて露出させることができる。
【００４９】
　いずれにしても、ステップＳ６ａ，Ｓ６ｃにおいて、絶縁膜１６ａ，１６ｃはプラズマ
ＣＶＤ法を用いて形成され、ステップＳ６ｂにおいて、絶縁膜１６ｂはＡＬＤ法を用いて
形成される。ステップＳ６ａ，Ｓ６ｃにおいて、ＩＣＰ－ＣＶＤ法を用いれば、より好ま
しい。
【００５０】
　詳細は後述するが、絶縁膜１６ｂは、絶縁膜１６ａをプラズマＣＶＤ法で成膜した際に
絶縁膜１６ａに形成されてしまったピンホールを、絶縁膜１６ｂで埋めるために形成され
る。このため、ステップＳ６ｂでは、ＡＬＤ法を用いて、絶縁膜１６ｂを、絶縁膜１６ａ
上に、絶縁膜１６ａに接するように形成する。また、詳細は後述するが、絶縁膜１６ｃは
、絶縁膜１６ｂが水分に触れてその水分と反応してしまうのを防止するために形成される
。このため、ステップＳ６ｃでは、プラズマＣＶＤ法を用いて、絶縁膜１６ｃを、絶縁膜
１６ｂ上に、絶縁膜１６ｂに接するように形成する。このため、ステップＳ６ａ，Ｓ６ｂ
，Ｓ６ｃを終了すると、絶縁膜１６ａと絶縁膜１６ｂと絶縁膜１６ｃとの積層膜からなる
保護膜１６が形成され、絶縁膜１６ｂは、絶縁膜１６ａ上に形成されてその絶縁膜１６ａ
に接し、絶縁膜１６ｃは、絶縁膜１６ｂ上に形成されてその絶縁膜１６ｂに接している。
なお、ステップＳ６ａにおいて、絶縁膜１６ｃは有機ＥＬ素子を覆うように形成され、従
って、保護膜１６は、有機ＥＬ素子を覆うように形成される。
【００５１】
　有機ＥＬ素子（特に有機層１４）は高温に弱いため、ステップＳ６ａ，Ｓ６ｂ，Ｓ６ｃ
の各成膜温度、すなわち絶縁膜１６ａ，１６ｂ，１６ｃの各成膜温度は、有機ＥＬ素子（
特に有機層１４）に悪影響を及ぼさないように、比較的低温であることが好ましく、具体
的には、１００℃以下であることが好ましく、例えば８０℃程度とすることができる。
【００５２】
　このような低い成膜温度でも緻密な膜を形成できるようにするには、プラズマＣＶＤ法
を用いる絶縁膜１６ａ，１６ｃについては、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜または酸窒
化シリコン膜を用いることが好ましく、その中でも窒化シリコン膜が特に好ましい。また
、ＡＬＤ法を用いる絶縁膜１６ｂについては、酸化アルミニウム膜、酸窒化アルミニウム
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膜または窒化アルミニウム膜を用いることが好ましく、その中でも、酸化アルミニウム膜
または酸窒化アルミニウム膜が特に好ましい。
【００５３】
　保護膜１６を形成すると、電極層１３と有機層１４と電極層１５とからなる有機ＥＬ素
子は、保護膜１６で覆われる。複数の有機ＥＬ素子がアレイ状に配列している場合は、そ
れら複数の有機ＥＬ素子が保護膜１６で覆われる。
【００５４】
　ステップＳ６で保護膜１６を形成した後、図１２に示されるように、基板１０の上面上
に、すなわち保護膜１６上に、樹脂膜１７を形成する（図４のステップＳ７）。
【００５５】
　保護膜１６の最上層は絶縁膜１６ｃであるので、絶縁膜１６ｃ上に樹脂膜１７が形成さ
れる。樹脂膜１７は、例えばＰＥＴなどからなり、スピンコート法（塗布法）などを用い
て形成することができる。
【００５６】
　その後、図１３に示されるように、基板１１をガラス基板９から引きはがすことにより
、基板１１とその上面上の構造体とを、ガラス基板９から分離する。このようにして、表
示装置１を製造することができる。
【００５７】
　図１４は、保護膜１６形成用の成膜装置の一例を示す説明図である。
【００５８】
　図１４の成膜装置２１は、複数のチャンバを有するマルチチャンバ型の成膜装置である
。具体的には、成膜装置２１は、ロードロック室２２と、トランスファチャンバ２３と、
複数のチャンバ(処理室、成膜室)２４，２５，２６とを有している。このうち、チャンバ
２４，２６は、プラズマＣＶＤ法を用いて成膜が行われるチャンバであり、チャンバ２５
は、ＡＬＤ法を用いて成膜が行われるチャンバである。チャンバ２４は、上記絶縁膜１６
ａを形成するために用いられ、チャンバ２５は、上記絶縁膜１６ｂを形成するために用い
られ、チャンバ２６は、上記絶縁膜１６ｃを形成するために用いられる。成膜装置２１を
用いて保護膜１６を形成する工程フローについて、以下に説明する。
【００５９】
　まず、保護膜１６形成工程より前の工程を終了した後、保護膜１６形成工程を行うため
に、処理対象物を、成膜装置２１のロードロック室２２に搬入する。ここで、ロードロッ
ク室２２に搬入する処理対象物は、上記パッシベーション膜１２、電極層１３、有機層１
４および電極層１５などが形成された基板１０であり、基板１０上に図８の構造が形成さ
れており、後述の図１５および図１６では、符号２７を付して処理対象物２７として示し
てある。
【００６０】
　それから、ロードロック室２２内に搬入された処理対象物を、トランスファチャンバ２
３を経由してチャンバ２４内に搬送（真空搬送）する。そして、チャンバ２４内に配置さ
れた処理対象物に対して、プラズマＣＶＤ法を用いて絶縁膜１６ａを成膜する。この場合
、上記ステップＳ６ａが、チャンバ２４で行われることになる。それから、チャンバ２４
内の処理対象物を、トランスファチャンバ２３を経由してチャンバ２５内に搬送（真空搬
送）する。そして、チャンバ２５内に配置された処理対象物に対して、ＡＬＤ法を用いて
絶縁膜１６ｂを成膜する。この場合、上記ステップＳ６ｂが、チャンバ２５で行われるこ
とになる。それから、チャンバ２５内の処理対象物を、トランスファチャンバ２３を経由
してチャンバ２６内に搬送（真空搬送）する。そして、チャンバ２６内に配置された処理
対象物に対して、プラズマＣＶＤ法を用いて絶縁膜１６ｃを成膜する。この場合、上記ス
テップＳ６ｃが、チャンバ２６で行われることになる。それから、チャンバ２６内の処理
対象物を、トランスファチャンバ２３を経由してロードロック室２２に搬送（真空搬送）
する。その後、処理対象物は、ロードロック室２２から成膜装置２１の外部に搬出され、
次の工程（例えば樹脂膜１７形成工程）を行うための製造装置に搬送される。
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【００６１】
　また、成膜装置２１において、搬入用のロードロック室と搬出用のロードロック室との
２つのロードロック室を設けることもできる。その場合は、処理対象物は、搬入用のロー
ドロック室に搬入され、トランスファチャンバ２３を経由してチャンバ２４，２５，２６
でステップＳ６ａ，Ｓ６ｂ，Ｓ６ｃの処理が施され、その後、搬出用のロードロック室か
ら成膜装置２１の外部に搬出され、次の工程に送られる。
【００６２】
　また、絶縁膜１６ａ，１６ｂ，１６ｃの各成膜工程において、処理対象物上にマスクを
配置した状態で成膜を行う場合は、トランスファチャンバ２３にマスク着脱用のチャンバ
（マスクチャンバ）を連結しておき、そのマスクチャンバにおいて、マスクの着脱を行う
ことができる。
【００６３】
　図１４の成膜装置２１を用いれば、上記ステップＳ６ａ（絶縁膜１６ａ形成工程）と、
上記ステップＳ６ｂ（絶縁膜１６ｂ形成工程）と、上記ステップＳ６ｃ（絶縁膜１６ｃ形
成工程）とを、処理対象物を大気中にさらすことなく、連続的に行うことができる。これ
により、ステップＳ６ａで絶縁膜１６ａを形成した後、絶縁膜１６ａの表面に不要な膜が
形成されることなく、ステップＳ６ｂで絶縁膜１６ａ上に絶縁膜１６ｂを形成することが
でき、また、ステップＳ６ｂで絶縁膜１６ｂを形成した後、絶縁膜１６ｂの表面に不要な
膜が形成されることなく、ステップＳ６ｃで絶縁膜１６ｂ上に絶縁膜１６ｃを形成するこ
とができる。これにより、絶縁膜１６ａと絶縁膜１６ｂと絶縁膜１６ｃとからなる保護膜
１６をより的確に形成することができ、その保護膜１６により水分の侵入を防止する効果
を、より的確に得ることができる。
【００６４】
　図１５は、プラズマＣＶＤ法による成膜を行うチャンバ２４の構成の一例を示す断面図
である。チャンバ２６の構成も、図１５のチャンバ２４と同様であるので、ここでは、チ
ャンバ２４，２６を代表して、チャンバ２４の構成を、図１５を参照して説明する。
【００６５】
　図１５に示されるように、チャンバ２４内には、処理対象物２７を配置するためのステ
ージ３１と、ステージ３１の上方に配置されたシャワーヘッド（ガス供給部）３２と、シ
ャワーヘッド３２の下に配置されたアンテナ３３と、が配置されている。アンテナ３３は
、ステージ３１とシャワーヘッド３２との間において、シャワーヘッド３２の近くに配置
されている。なお、図１５において、チャンバ２４内で、アンテナ３３は、紙面に略垂直
な方向に延在している。チャンバ２４の排気部（排気口）３４は、真空ポンプ（図示せず
）などに接続されており、チャンバ２４内を所定の圧力に制御できるようになっている。
【００６６】
　チャンバ２４を用いた成膜時は、シャワーヘッド３２からチャンバ２４内に成膜用のガ
スが放出され、アンテナ３３に高周波電力が印加される。窒化シリコン膜を成膜する場合
は、成膜用ガスとしては、例えば、ＳｉＨ４ガス（シランガス）とＮＨ３ガス（アンモニ
アガス）との混合ガスを用いることができる。ガスは、プラズマ化して化学反応し、生成
されたＳｉＮ（窒化シリコン）の粒子が、ステージ３１上に配置された処理対象物２７上
に堆積して、窒化シリコン膜が形成される。
【００６７】
　図１６は、ＡＬＤ法による成膜を行うチャンバ２５の構成の一例を示す断面図である。
【００６８】
　図１６に示されるように、チャンバ２５内には、処理対象物２７を配置するためのステ
ージ４１と、ステージ４１の上方に配置された上部電極４２とが、配置されている。チャ
ンバ２５の排気部（排気口）４３は、真空ポンプ（図示せず）などに接続されており、チ
ャンバ２５内を所定の圧力に制御できるようになっている。また、チャンバ２５には、チ
ャンバ２５内にガスを導入するためのガス導入部４４と、チャンバ２５内からガスを排出
するためのガス排出部４５と、を有している。なお、図１６では、理解を簡単にするため
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に、ガス導入部４４からチャンバ２５内に導入するガスの流れと、ガス排出部４５からチ
ャンバ２５外に排出するガスの流れとを、それぞれ矢印で模式的に示してある。
【００６９】
　チャンバ２５を用いた成膜は、例えば、次のようにして行うことができる。
【００７０】
　まず、第１ステップとして、原料ガスをガス導入部４４からチャンバ２５内に導入する
。酸化アルミニウム膜を成膜する場合は、原料ガスとしては、例えばＴＭＡ（Trimethyla
luminium：トリメチルアルミニウム）ガスを用いることができる。ステージ４１上に配置
された処理対象物２７の表面上に、原料ガスの分子が吸着する。
【００７１】
　次に、第２ステップとして、チャンバ２５内への原料ガスの導入を停止し、パージガス
をガス導入部４４からチャンバ２５内に導入する。パージガスとしては、例えば不活性ガ
スを用いることができる。パージガスを導入することで、処理対象物２７の表面に吸着し
ていた原料ガス分子は残存するが、それ以外の原料ガスは、パージガスと一緒にガス排出
部４５からチャンバ２５外に排出される（パージされる）。
【００７２】
　次に、第３ステップとして、反応ガスを、ガス導入部４４からチャンバ２５内に導入す
る。酸化アルミニウム膜を成膜する場合は、反応ガスとしては、例えばＯ２ガス（酸素ガ
ス）を用いることができる。そして、上部電極４２とステージ４１との間に、高周波電力
を印加する。これにより、Ｏ２ガスはプラズマ化し、処理対象物２７の表面に吸着してい
た原料ガス分子と反応する。これにより、処理対象物２７の表面に、酸化アルミニウムの
原子層（一層）が形成される。
【００７３】
　次に、第４ステップとして、チャンバ２５内への反応ガスの導入と上部電極４２への高
周波電力の印加を停止し、パージガスをガス導入部４４からチャンバ２５内に導入する。
パージガスとしては、例えば不活性ガスを用いることができる。パージガスを導入するこ
とで、反応ガスは、パージガスと一緒にガス排出部４５からチャンバ２５外に排出される
（パージされる）。
【００７４】
　このような第１ステップ、第２ステップ、第３ステップおよび第４ステップを、複数サ
イクル繰り返すことで、処理対象物２７の表面上に、所望の膜（例えば酸化アルミニウム
膜）を所望の厚さに形成することができる。
【００７５】
　チャンバ２４で形成される絶縁膜１６ａが窒化シリコン膜の場合、その窒化シリコン膜
の成膜条件としては、例えば次の条件を例示できる。すなわち、基板温度(成膜温度)が８
０℃で、ＳｉＨ４ガスの流量が１００ｓｃｃｍで、ＮＨ３ガスの流量が１５０ｓｃｃｍで
、ＲＦパワー（高周波パワー）が１０００Ｗで、成膜速度が１００ｎｍ／分である。
【００７６】
　チャンバ２５で形成される絶縁膜１６ｂが酸化アルミニウム膜の場合、その酸化アルミ
ニウム膜の成膜条件としては、例えば次の条件を例示できる。すなわち、基板温度(成膜
温度)が８０℃で、ＴＭＡガスの流量が５０ｓｃｃｍで、Ｏ２ガスの流量が４００ｓｃｃ
ｍで、ＲＦパワー（高周波パワー）が８００Ｗで、成膜速度が４ｎｍ／分である。
【００７７】
　チャンバ２６で形成される絶縁膜１６ｃが窒化シリコン膜の場合、その窒化シリコン膜
の成膜条件としては、例えば次の条件を例示できる。すなわち、基板温度(成膜温度)が８
０℃で、ＳｉＨ４ガスの流量が１００ｓｃｃｍで、ＮＨ３ガスの流量が１５０ｓｃｃｍで
、ＲＦパワー（高周波パワー）が１０００Ｗで、成膜速度が１００ｎｍ／分である。
【００７８】
　＜検討の経緯について＞
　有機ＥＬ素子は、水分に弱いため、有機ＥＬ素子を覆うように保護膜（水分保護膜）を
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形成して、有機ＥＬ素子への水分の伝達を防ぐことが望ましい。この保護膜としては、プ
ラズマＣＶＤ法で形成したＳｉ含有無機絶縁膜が適している。プラズマＣＶＤ法で形成し
たＳｉ含有無機絶縁膜は、低温での成膜が可能で、かつ、膜の密度を高くできるため、水
分の伝達を防ぐ保護膜として好適だからである。なお、有機ＥＬ素子は、高温に弱く、高
温にさらされると劣化するため、保護膜の成膜温度はある程度低くすることが望ましい。
ここで、Ｓｉ含有無機絶縁膜とは、Ｓｉ（シリコン、ケイ素）を構成元素として含有する
無機絶縁膜であり、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜を例示でき
る。
【００７９】
　しかしながら、プラズマＣＶＤ法で形成した膜は、成膜時にピンホール（微小な孔）な
どの欠陥が形成される虞がある。ピンホールが形成された状態の保護膜を、そのまま使用
してしまうと、そのピンホールから水分が侵入してしまい、その水分が有機ＥＬ素子に伝
達され、有機ＥＬ素子の劣化を引き起こす虞がある。
【００８０】
　そこで、プラズマＣＶＤ法でＳｉ含有無機絶縁膜を形成した後に、その成膜時に形成さ
れたピンホールを埋める目的で、そのＳｉ含有無機絶縁膜上に、ＡＬＤ膜を形成すること
が考えられる。ここで、ＡＬＤ法で形成した膜を、ＡＬＤ膜と称することとする。ＡＬＤ
法は、段差や孔に対する被覆性が高い成膜法であるため、プラズマＣＶＤ法でＳｉ含有無
機絶縁膜を形成した際に、そのＳｉ含有無機絶縁膜にピンホールが形成されたとしても、
そのＳｉ含有無機絶縁膜にＡＬＤ膜を形成すれば、そのＡＬＤ膜でＳｉ含有無機絶縁膜の
ピンホールを埋めることができる。これにより、ピンホールを介して水分が有機ＥＬ素子
へ伝達してしまうのを防止できる。ピンホールを埋め込むためのＡＬＤ膜としては、緻密
な膜を低温で形成できるように、Ａｌ含有絶縁膜を用いること望ましい。ここで、Ａｌ含
有絶縁膜とは、アルミニウム（Ａｌ）を構成元素として含む絶縁膜であり、酸化アルミニ
ウム膜、酸窒化アルミニウム膜または窒化アルミニウム膜を例示できる。
【００８１】
　酸化シリコン膜または窒化シリコン膜をＡＬＤ法で成膜しようとすると、成膜温度をあ
る程度高くする必要がある。有機ＥＬ素子への影響を考慮して、酸化シリコン膜や窒化シ
リコン膜をＡＬＤ法を用いてある程度低い温度で成膜しようとすると、緻密な膜を形成す
るのが難しくなる。このため、有機ＥＬ素子の保護膜に形成されたピンホールを埋め込む
ためのＡＬＤ膜としては、Ａｌ含有絶縁膜が好ましい。
【００８２】
　しかしながら、Ａｌ含有絶縁膜は、アルミニウム（Ａｌ）を含んでいることから、水分
に触れると、その水分と反応しやすく、反応生成物が形成されるなどして、Ａｌ含有絶縁
膜自身が劣化してしまう。Ａｌ含有絶縁膜自身が劣化してしまうと、ピンホールをＡｌ含
有絶縁膜で埋め込むことでピンホールを介した水分の伝達を防ぐという効果が低下してし
まう。
【００８３】
　このため、有機ＥＬ素子用の保護膜として、プラズマＣＶＤ法で形成したＳｉ含有無機
絶縁膜の単体膜を用いた場合は、そのＳｉ含有無機絶縁膜に形成されてしまうピンホール
が問題となり、保護膜の水分の伝達を防ぐ機能が低下してしまう。一方、有機ＥＬ素子用
の保護膜として、プラズマＣＶＤ法で形成したＳｉ含有無機絶縁膜と、その上にＡＬＤ法
で形成したＡｌ含有絶縁膜との積層膜を用いた場合には、そのＡｌ含有絶縁膜が水分と反
応し得ることが問題となり、保護膜の水分の伝達を防ぐ機能が低下してしまう。これは、
有機ＥＬ素子の信頼性の低下や、有機ＥＬ素子を用いた表示装置（有機ＥＬ表示装置）の
信頼性の低下につながってしまう。このため、有機ＥＬ素子用の保護膜の性能を向上させ
ることが望まれる。
【００８４】
　＜主要な特徴と効果について＞
　本実施の形態の主要な特徴のうちの一つは、有機ＥＬ素子用の保護膜１６が、プラズマ
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ＣＶＤ法で形成した絶縁膜１６ａと、絶縁膜１６ａ上にＡＬＤ法で形成した絶縁膜１６ｂ
と、絶縁膜１６ｂ上にプラズマＣＶＤ法で形成した絶縁膜１６ｃとを有する積層膜からな
ることである。
【００８５】
　絶縁膜１６ａは、プラズマＣＶＤ法で形成している。プラズマＣＶＤ法の利点として、
形成する膜の応力の制御が容易であることや、形成する膜の下地（ここでは有機ＥＬ素子
）に対するカバレッジが良いことなどが挙げられる。絶縁膜１６ａとしては、プラズマＣ
ＶＤ法で形成したＳｉ含有無機絶縁膜が好ましく、そうすることで、低温での成膜が可能
で、かつ、膜の密度を高くできるため、絶縁膜１６ａの成膜工程が有機ＥＬ素子に悪影響
を及ぼすことなく、絶縁膜１６ａの水分の伝達を防ぐ機能を高めることができる。絶縁膜
１６ａとしては、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜を好適に用い
ることができるが、窒化シリコン膜が最も好ましい。窒化シリコン膜は、プラズマＣＶＤ
法で成膜する場合、低温で、より緻密な膜を形成することができるからである。
【００８６】
　しかしながら、絶縁膜１６ａをプラズマＣＶＤ法で形成したことを反映して、絶縁膜１
６ａの成膜時に、絶縁膜１６ａにピンホールが発生する虞がある。図１７は、上記図９（
ステップＳ６ａで絶縁膜１６ａを形成した段階）における絶縁膜１６ａの一部を拡大して
示した部分拡大断面図であり、絶縁膜１６ａをプラズマＣＶＤ法で成膜した際に、絶縁膜
１６ａにピンホールＰＨが形成された状態が模式的に示されている。絶縁膜１６ａにピン
ホールＰＨが形成されてしまうと、そのピンホールＰＨを経由して有機ＥＬ素子側に水分
が侵入してしまう懸念がある。
【００８７】
　そこで、本実施の形態では、絶縁膜１６ａ上に、絶縁膜１６ｂを形成している。絶縁膜
１６ｂは、アルミニウム（Ａｌ）を構成元素として含む絶縁膜（無機絶縁膜）、すなわち
Ａｌ含有絶縁膜（Ａｌ含有無機絶縁膜）であり、より特定的には、酸化アルミニウム膜、
酸窒化アルミニウム膜または窒化アルミニウム膜である。その中でも、酸化アルミニウム
膜または酸窒化アルミニウム膜が、絶縁膜１６ｂとして特に好ましい。絶縁膜１６ｂは、
絶縁膜１６ａのピンホールを埋め込むことができるように、ＡＬＤ法で形成する。上述し
たＡｌ含有絶縁膜は、成膜法としてＡＬＤ法を用いた場合に、緻密な膜を低温で形成でき
る。このため、絶縁膜１６ｂとして、ＡＬＤ法で形成したＡｌ含有絶縁膜を用いることで
、絶縁膜１６ｂの成膜工程が有機ＥＬ素子に悪影響を及ぼすことなく、絶縁膜１６ａに形
成されているピンホールを絶縁膜１６ｂで的確に埋め込むことができる。図１８は、上記
図１０（ステップＳ６ｂで絶縁膜１６ｂを形成した段階）における絶縁膜１６ａ，１６ｂ
の一部を拡大して示した部分拡大断面図であり、絶縁膜１６ｂをＡＬＤ法で成膜したこと
で、絶縁膜１６ａのピンホールＰＨが絶縁膜１６ｂで埋め込まれた状態が模式的に示され
ている。絶縁膜１６ａに形成されてしまったピンホールＰＨを絶縁膜１６ｂで埋め込むこ
とで、ピンホールＰＨを経由して有機ＥＬ素子側に水分が侵入してしまうのを防止するこ
とができる。
【００８８】
　そして、本実施の形態では、絶縁膜１６ｂ上に、絶縁膜１６ｃを形成している。絶縁膜
１６ｃは、プラズマＣＶＤ法で形成している。絶縁膜１６ｃとしては、プラズマＣＶＤ法
で形成したＳｉ含有無機絶縁膜が好ましく、そうすることで、低温での成膜が可能で、か
つ、膜の密度を高くできるため、絶縁膜１６ｃの成膜工程が有機ＥＬ素子に悪影響を及ぼ
すことなく、絶縁膜１６ｃの水分の伝達を防ぐ機能を高めることができる。絶縁膜１６ｃ
としては、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜または酸窒化シリコン膜を好適に用いること
ができるが、窒化シリコン膜が最も好ましい。窒化シリコン膜は、プラズマＣＶＤ法で成
膜する場合、低温で、より緻密な膜を形成することができるからである。図１９は、上記
図１１（ステップＳ６ｃで絶縁膜１６ｃを形成した段階）における絶縁膜１６ａ，１６ｂ
，１６ｃの一部を拡大して示した部分拡大断面図であり、絶縁膜１６ｂの上面上に絶縁膜
１６ｃが形成された状態が模式的に示されている。
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【００８９】
　絶縁膜１６ｂ上に、水分に対するバリア性を有する絶縁膜１６ｃを形成しているため、
Ａｌ含有絶縁膜からなる絶縁膜１６ｂが水分に触れてその水分と反応してしまうのを、防
止することができる。すなわち、プラズマＣＶＤ法で形成した絶縁膜１６ａ上に、ＡＬＤ
法で形成したＡｌ含有絶縁膜からなる絶縁膜１６ｂを形成することで、絶縁膜１６ａに形
成されたピンホールを絶縁膜１６ｂで埋めることができ、絶縁膜１６ｂ上に絶縁膜１６ｃ
を形成することで、水分と反応しやすい性質を有するＡｌ含有絶縁膜からなる絶縁膜１６
ｂが水分と反応してしまうのを防止することができる。
【００９０】
　また、絶縁膜１６ｃは、プラズマＣＶＤ法で形成しているため、絶縁膜１６ｃにもピン
ホールが形成される虞はあるが、ピンホール以外は、水分に対するバリア性を有し、水分
の伝達を防ぐことができる。また、絶縁膜１６ｃに形成されるピンホールの面積は、絶縁
膜１６ｃ全体の面積に対して微小である。このため、絶縁膜１６ｂ上に絶縁膜１６ｃを形
成したことで、絶縁膜１６ｃのピンホール経由以外での絶縁膜１６ｂへの水分の伝達を防
止できるため、絶縁膜１６ｂ上に絶縁膜１６ｃを設けることで、Ａｌ含有絶縁膜からなる
絶縁膜１６ｂが水分に触れてその水分と反応してしまうのを防止する効果を得ることがで
きる。
【００９１】
　図２０は、本実施の形態とは異なり、絶縁膜１６ｂ上に絶縁膜１６ｃを形成せずに表示
装置を製造した比較例の場合（上記「検討の経緯について」で説明した場合に対応）の断
面図であり、水分と反応して劣化した状態の絶縁膜１６ｂが模式的に示されている。絶縁
膜１６ｂ上に絶縁膜１６ｃを形成しなければ、図２０に模式的に示すように絶縁膜１６ｂ
は水分と反応して劣化する虞がある。それに対して、本実施の形態では、図１９のように
、水分に対するバリア性を有する絶縁膜１６ｃを絶縁膜１６ｂ上に形成したことで、絶縁
膜１６ｂが水分と反応してしまうのを防止することができ、水分との反応に起因した絶縁
膜１６ｂの劣化を防止することができる。また、絶縁膜１６ｂに比べて絶縁膜１６ｃは水
分と反応しにくい材料からなるため、絶縁膜１６ｃが水分と反応して劣化する懸念は無い
。
【００９２】
　このように、本実施の形態では、保護膜１６を、絶縁膜１６ａと絶縁膜１６ｂと絶縁膜
１６ｃとの積層膜としたことにより、絶縁膜１６ａと絶縁膜１６ｃとが水分に対するバリ
ア性を有し、絶縁膜１６ｂが絶縁膜１６ａのピンホールを埋めることができ、絶縁膜１６
ｂが水分に触れて反応してしまうのを絶縁膜１６ｃにより防ぐことができる。これにより
、保護膜１６の水分の伝達を防止（遮蔽）する機能を高めることができ、保護膜１６によ
り有機ＥＬ素子への水分の伝達を防止する効果を高めることができる。このため、有機Ｅ
Ｌ素子用の保護膜１６の性能を向上させることができる。従って、有機ＥＬ素子の信頼性
を向上させることができ、有機ＥＬ素子を用いた表示装置（有機ＥＬ表示装置）の信頼性
を向上させることができる。
【００９３】
　本実施の形態は、保護膜１６を、絶縁膜１６ａと絶縁膜１６ｂと絶縁膜１６ｃとを積層
した３層構造としているが、これは、プラズマＣＶＤ法で形成したＳｉ含有無機絶縁膜の
膜中（厚さの途中）にＡｌ含有絶縁膜を挿入した構造に対応している。
【００９４】
　上記「検討の経緯」で説明したように、プラズマＣＶＤ法で形成したＳｉ含有無機絶縁
膜は、水分に対するバリア性を有しており、保護膜として使用したいが、ピンホールが形
成されやすく、そのピンホールを介した水分の伝達が懸念される。それに対して、プラズ
マＣＶＤ法で形成したＳｉ含有無機絶縁膜の上面上にＡｌ含有絶縁膜をＡＬＤ法で形成し
、この２層で保護膜を形成した場合には、Ａｌ含有絶縁膜が水分と反応してしまうことが
懸念される。一方、プラズマＣＶＤ法で形成したＳｉ含有無機絶縁膜の下にＡＬＤ法で形
成したＡｌ含有絶縁膜を設けておき、この２層で保護膜を形成した場合には、Ｓｉ含有無
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機絶縁膜に形成されたピンホールを埋め込むことはできず、ピンホールを介した水分の伝
達が懸念される。
【００９５】
　それに対して、本実施の形態の保護膜１６の構造は、プラズマＣＶＤ法で形成したＳｉ
含有無機絶縁膜の膜中（厚さの途中）に、ＡＬＤ法で形成したＡｌ含有絶縁膜を挿入した
構造に対応している。すなわち、プラズマＣＶＤ法で形成したＳｉ含有無機絶縁膜（１６
ａ，１６ｃ）で、ＡＬＤ法で形成したＡｌ含有絶縁膜（１６ｂ）を挟んだ構造を採用して
いる。これにより、下層側のＳｉ含有無機絶縁膜（１６ａ）のピンホールを、Ａｌ含有絶
縁膜（１６ｂ）で埋めることができるとともに、Ａｌ含有絶縁膜（１６ｂ）が水分と反応
してしまうのを抑制または防止することができる。
【００９６】
　本実施の形態の他の特徴について、更に説明する。
【００９７】
　本実施の形態では、保護膜１６を、絶縁膜１６ａと絶縁膜１６ｂと絶縁膜１６ｃとの積
層膜とするとともに、各絶縁膜１６ａ，１６ｂ，１６ｃの厚さも工夫している。以下、具
体的に説明する。
【００９８】
　有機絶縁膜に比べて、無機絶縁膜は、水分を通過させにくいため、有機ＥＬ素子の保護
膜として適している。このため、保護膜１６を構成する各絶縁膜１６ａ，１６ｂ，１６ｃ
には、無機絶縁膜を用いている。しかしながら、無機絶縁膜は、有機絶縁膜に比べて硬さ
が硬いため、厚くなるとクラックが発生しやすくなる。このため、保護膜１６の厚さを薄
くして、保護膜１６にクラックが生じにくいようにすることが望まれる。特に、基板１１
として、可撓性を有するフレキシブル基板を用いる場合には、基板１１として、ガラス基
板などの硬い基板を用いる場合に比べて、基板１１を曲げたときの応力に起因して、保護
膜にクラックが生じやすい。このため、特に基板１１としてフレキシブル基板を用いる場
合には、保護膜１６にクラックが生じにくいように、保護膜１６の厚さを薄くすることが
重要である。
【００９９】
　このため、本実施の形態においても、保護膜１６の厚さを抑制することが望ましいが、
保護膜１６の厚さを抑制しても、保護膜１６による水分の侵入を防止する効果を確保でき
るようにする必要がある。
【０１００】
　そこで、本実施の形態では、保護膜１６を、絶縁膜１６ａ，１６ｂ，１６ｃの積層膜に
より形成するとともに、絶縁膜１６ａの厚さ（膜厚）Ｔ１を、絶縁膜１６ｂの厚さ（膜厚
）Ｔ２および絶縁膜１６ｃの厚さ（膜厚）Ｔ３のそれぞれよりも厚くしている（すなわち
Ｔ１＞Ｔ２かつＴ１＞Ｔ３）。これにより、保護膜１６の厚さを抑制しても、保護膜１６
による水分の侵入を防止する効果を効率的に確保することができる。その理由について、
以下に説明する。
【０１０１】
　すなわち、Ａｌ含有絶縁膜よりもＳｉ含有無機絶縁膜の方が、水分に対するバリア性が
高く、単位厚さ当たりの水分の透過率は低い。このため、絶縁膜１６ｂよりも絶縁膜１６
ａ，１６ｃの方が、単位厚さ当たりの水分の透過率は低くなる。また、絶縁膜１６ａと絶
縁膜１６ｃとを比べると、絶縁膜１６ａのピンホールは絶縁膜１６ｂによって埋め込まれ
ているのに対して、絶縁膜１６ｃのピンホールは絶縁膜１６ｂでは埋め込まれていないこ
とから、ピンホールが絶縁膜１６ｂで埋め込まれた絶縁膜１６ａの方が、ピンホールが埋
め込まれていない絶縁膜１６ｃよりも、単位厚さ当たりの水分の透過率は低くなる。すな
わち、絶縁膜１６ａのピンホールは、絶縁膜１６ｂで埋め込まれているため、水分の伝達
経路として機能せず、一方、絶縁膜１６ｃのピンホールは、絶縁膜１６ｂで埋め込まれて
いないため、水分の伝達経路として機能する可能性があり、それゆえ、絶縁膜１６ｃより
も、絶縁膜１６ａの方が、単位厚さ当たりの水分の透過率は低くなる。このため、絶縁膜
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１６ａ，１６ｂ，１６ｃのうち、単位厚さ当たりの水分の透過率が最も低いのは、絶縁膜
１６ａである。
【０１０２】
　そこで、本実施の形態では、保護膜１６の厚さのうち、絶縁膜１６ｂおよび絶縁膜１６
ｃにそれぞれ配分する厚さよりも、絶縁膜１６ａに配分する厚さを大きくする。つまり、
絶縁膜１６ａの厚さＴ１を、絶縁膜１６ｂの厚さＴ２よりも厚くし、かつ、絶縁膜１６ｃ
の厚さＴ３よりも厚くする（すなわちＴ１＞Ｔ２かつＴ１＞Ｔ３）。絶縁膜１６ａ，１６
ｂ，１６ｃのうち、単位厚さ当たりの水分の透過率が最も低い絶縁膜１６ａを最も厚くし
たことにより、保護膜１６による水分の侵入を防止する効果を高めることができ、絶縁膜
１６ａよりも、単位厚さ当たりの水分の透過率が高い絶縁膜１６ｂ，１６ｃについては、
厚さを薄くしたことにより、保護膜１６全体の厚さを抑制することができる。これにより
、保護膜１６の厚さを抑制しながら、保護膜１６による水分の侵入を防止する効果を効率
的に得ることができる。
【０１０３】
　つまり、保護膜１６の厚さを一定にした場合を仮定する。この場合、絶縁膜１６ｂ，１
６ｃを厚くして、その分だけ絶縁膜１６ａを薄くすると、単位厚さ当たりの水分の透過率
が最も低い絶縁膜１６ａの厚さが薄くなることを反映して、保護膜１６全体の水分の透過
率が高くなってしまう。一方、絶縁膜１６ｂ，１６ｃを薄くして、その分だけ絶縁膜１６
ａを厚くすると、単位厚さ当たりの水分の透過率が最も低い絶縁膜１６ａの厚さが厚くな
ることを反映して、保護膜１６全体の水分の透過率を低下させることができる。このため
、保護膜１６全体の厚さを増加させずに、保護膜１６による水分の侵入を防止する効果を
効率的に高めるためには、絶縁膜１６ｂ，１６ｃを薄くして、その分だけ絶縁膜１６ａを
厚くすることが有効である。それゆえ、保護膜１６の厚さのうち、絶縁膜１６ｂおよび絶
縁膜１６ｃにそれぞれ配分する厚さよりも、絶縁膜１６ａに配分する厚さを大きくし、絶
縁膜１６ａ，１６ｂ，１６ｃの各厚さＴ１，Ｔ２，Ｔ３が、Ｔ１＞Ｔ２かつＴ１＞Ｔ３の
関係を満たすようにする。Ｔ１＞Ｔ２＋Ｔ３の関係（絶縁膜１６ｂ，１６ｃの厚さＴ２，
Ｔ３の合計よりも絶縁膜１６ａの厚さＴ１が大きいという関係）を満たせば、更に好まし
い。
【０１０４】
　また、保護膜１６の厚さのうち絶縁膜１６ｂに配分する厚さを、絶縁膜１６ａに配分す
る厚さよりも小さくする（すなわち絶縁膜１６ｂの厚さＴ２を絶縁膜１６ａの厚さＴ１よ
りも薄くする）が、絶縁膜１６ｂの厚さＴ２が薄すぎると、絶縁膜１６ａに形成されたピ
ンホールを絶縁膜１６ｂで十分に埋められなくなる虞がある。このため、ステップＳ６ｂ
で形成する絶縁膜１６ｂの厚さＴ２は、１０ｎｍ以上（Ｔ２≧１０ｎｍ）が好ましく、１
５ｎｍ以上（Ｔ２≧１５ｎｍ）であればより好ましい。そうすることにより、ステップＳ
６ａで絶縁膜１６ａをプラズマＣＶＤ法で形成した際に絶縁膜１６ａにピンホールが発生
しても、ステップＳ６ｂで絶縁膜１６ｂをＡＬＤ法で形成した際に、絶縁膜１６ａのピン
ホールを絶縁膜１６ｂで的確に埋め込むことができるようになる。これにより、保護膜１
６による水分の侵入を防止する効果を、より的確に得ることができる。
【０１０５】
　また、絶縁膜１６ｂは絶縁膜１６ａ，１６ｃに比べて単位厚さ当たりの水分の透過率が
高いことから、絶縁膜１６ｂの厚さＴ２は、絶縁膜１６ａのピンホールを十分に埋め込む
ことができる厚さを確保すれば、あまり厚くさせ過ぎない方が、保護膜１６全体の厚さを
抑制する観点で、有利である。また、ＡＬＤ法は成膜速度が遅いため、絶縁膜１６ｂの厚
さＴ２は、絶縁膜１６ａのピンホールを十分に埋め込むことができる厚さを確保すれば、
あまり厚くさせ過ぎない方が、製造時間を短縮してスループットを向上させる観点で、有
利である。これらの観点で、ステップＳ６ｂで形成する絶縁膜１６ｂの厚さＴ２は、５０
ｎｍ以下（Ｔ２≦５０ｎｍ）であることが好ましい。このため、絶縁膜１６ｂの厚さＴ２
は、１０～５０ｎｍがより好ましく、１５～５０ｎｍであれば更に好ましい。
【０１０６】
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　また、絶縁膜１６ｃよりも絶縁膜１６ａの方が単位厚さ当たりの水分の透過率が低いた
め、絶縁膜１６ｃよりも絶縁膜１６ａを厚くした方が、保護膜１６による水分の侵入を防
止する効果を高めることができるが、絶縁膜１６ｃの厚さＴ３を薄くし過ぎると、絶縁膜
１６ｂが水分と反応するのを絶縁膜１６ｃにより防止する効果が、低下する虞がある。こ
のため、ステップＳ６ｃで形成する絶縁膜１６ｃの厚さＴ３は、１０ｎｍ以上（Ｔ３≧１
０ｎｍ）が好ましく、１５ｎｍ以上（Ｔ３≧１５ｎｍ）であればより好ましい。そうする
ことにより、絶縁膜１６ｂが水分と反応してしまうのを、絶縁膜１６ｃにより的確に防止
することができる。
【０１０７】
　図２１は、表示装置１の基板１１としてフレキシブル基板を用い、そのフレキシブル基
板（表示装置１）を折り曲げた場合を模式的に示す断面図である。図２１は、断面図であ
るが、図面を見やすくするために、ハッチングは省略してある。表示装置１の基板１１と
してフレキシブル基板を用いれば、表示装置１の折り曲げが可能になる。
【０１０８】
　基板１１としてフレキシブル基板を用いる場合には、曲げに伴って無機絶縁膜からなる
保護膜にクラックが生じるリスクがあるため、無機絶縁膜からなる保護膜は、できるだけ
薄くすることが望ましい。このため、基板１１としてフレキシブル基板を用いる場合には
、保護膜１６の厚さを抑制しながら、保護膜１６による水分の侵入を防止する効果を効率
的に得ることができる本実施の形態を適用する効果は、極めて大きい。
【０１０９】
　また、基板１１としてフレキシブル基板を用いた場合、フレキシブル基板（表示装置）
を小さな折り曲げ半径で折り曲げたときでも、保護膜１６にクラックが発生しないように
するためには、保護膜１６の厚さを薄くすることが有効であり、保護膜１６の厚さを２０
０ｎｍ以下にすれば、特に好適である。しかしながら、保護膜の厚さを薄くすることは、
水分の侵入のリスクを増加させるように作用することが懸念される。それに対して、本実
施の形態では、上述の工夫を行うことにより、保護膜１６の厚さを抑制しながら、保護膜
１６による水分の侵入を防止する効果を効率的に得ることができるため、保護膜１６の厚
さが２００ｎｍ以下の場合であっても、保護膜１６による水分の侵入を防止する効果を的
確に得ることができる。このため、本実施の形態を適用すれば、保護膜１６による水分の
侵入を防止する効果を的確に得ながら、保護膜１６の厚さを薄くすることができ、例えば
２００ｎｍ以下にすることもできるため、フレキシブル基板（表示装置）を小さな折り曲
げ半径で折り曲げたときでも、保護膜１６にクラックが発生するのを防止することができ
る。なお、保護膜１６の厚さが２００ｎｍ以下であることは、絶縁膜１６ａの厚さＴ１と
絶縁膜１６ｂの厚さＴ２と絶縁膜１６ｃの厚さＴ３の合計が２００ｎｍ以下（すなわちＴ
１＋Ｔ２＋Ｔ３≦２００ｎｍ）であることに対応している。
【０１１０】
　また、保護膜１６による水分の侵入を防止する効果を高めるためには、絶縁膜１６ａ，
１６ｃ（特に絶縁膜１６ａ）の密度を高くすることが有効である。絶縁膜１６ａ，１６ｃ
の密度を高くすれば、ピンホール以外での絶縁膜１６ａ，１６ｃの水分に対するバリア性
を高めることができる。このため、ステップＳ６ａでプラズマＣＶＤ法を用いて絶縁膜１
６ａを形成する際には、ＩＣＰ－ＣＶＤ法を用いれば、より好ましい。また、ステップＳ
６ｃでプラズマＣＶＤ法を用いて絶縁膜１６ｃを形成する際には、ＩＣＰ－ＣＶＤ法を用
いれば、より好ましい。ＩＣＰ－ＣＶＤ法は、ＣＣＰ（Conductively Coupled Plasma）
－ＣＶＤ法（容量結合型プラズマＣＶＤ法）などに比べて、プラズマ密度（プラズマ電子
密度）を高くしやすく、成膜温度を抑えながら形成する膜の密度を高めやすい。絶縁膜１
６ａ，１６ｃの形成工程にＩＣＰ－ＣＶＤ法を用いることにより、成膜温度を抑えながら
、絶縁膜１６ａ，１６ｃの密度を高めることができ、保護膜１６による水分の侵入を防止
する効果を更に高めることができる。従って、保護膜１６の厚さを抑制しながら、保護膜
１６による水分の侵入を防止する効果を更に高めることができる。
【０１１１】
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　また、無機絶縁膜は、水分を通しにくい膜であるが、硬い膜でもある。このため、保護
膜１６上に、すなわち絶縁膜１６ｃ上に、樹脂膜１７を形成することもできる。また、こ
の樹脂膜１７を、表示装置１の最上層の膜として用いることもできる。樹脂膜（１７）は
、無機絶縁膜（１６）に比べて、水分を通しやすいため、水分の侵入を防止する膜として
の機能は小さい。しかしながら、樹脂膜（１７）は、無機絶縁膜（１６）に比べて、柔ら
かい。このため、保護膜１６上に柔らかい樹脂膜１７を形成することで、表示装置１を取
り扱いやすくなる。また、樹脂膜１７は、物理的な衝撃からの保護膜（機械的保護膜）と
して機能することができる。また、基板１１としてフレキシブル基板を用いる場合には、
保護膜１６上に樹脂膜１７を形成することで、曲げに伴う保護膜１６の割れを、より的確
に防ぐことができる。
【０１１２】
　また、保護膜１６上に樹脂膜１７を形成した場合、保護膜１６と樹脂膜１７とを合わせ
たものを、保護膜とみなすこともできる。すなわち、樹脂膜１７を形成した場合は、絶縁
膜１６ａと絶縁膜１６ｂと絶縁膜１６ｃと樹脂膜１７との積層膜を、保護膜とみなすこと
もできる。但し、樹脂膜１７を形成した場合、水分の侵入を防止する膜（水分防止膜）と
して機能するのは、絶縁膜１６ａと絶縁膜１６ｂと絶縁膜１６ｃと積層体（積層膜）であ
り、樹脂膜１７は、主として、機械的な保護膜として機能する。水分保護膜（ここでは保
護膜１６）は、無機絶縁物からなり、機械的保護膜（ここでは樹脂膜１７）は、樹脂材料
（有機絶縁物）からなる。
【０１１３】
　また、本実施の形態とは異なり、絶縁膜１６ｃを形成することなく、絶縁膜１６ｂ上に
直接的に樹脂膜１７を形成した場合を仮定する。この場合、樹脂膜は水分を通しやすいた
め、絶縁膜１６ｂ上に樹脂膜１７を形成しても、樹脂膜１７を通過した水分が絶縁膜１６
ｂに到達してしまい、その水分がＡｌ含有絶縁膜からなる絶縁膜１６ｂと反応し、絶縁膜
１６ｂの劣化を招いてしまう。
【０１１４】
　それに対して、本実施の形態では、絶縁膜１６ｂ上に形成されて絶縁膜１６ｂに接する
膜としては、樹脂膜ではなく、Ｓｉ含有無機絶縁膜からなる絶縁膜１６ｃを用いている。
この絶縁膜１６ｃは、樹脂膜よりも水分を通しにくいため、絶縁膜１６ｂ上に直接的に絶
縁膜１６ｃを形成することで、Ａｌ含有絶縁膜からなる絶縁膜１６ｂが水分と反応してし
まうのを的確に防止することができる。
【０１１５】
　図２２は、保護膜の水分透過率について実験した結果を示すグラフである。図２２には
、試料Ａ、試料Ｂおよび試料Ｃについて、ＷＶＴＲ（Water Vapor Transmission Rate）
をＣａ法（カルシウム法）で測定した結果が示されている。
【０１１６】
　試料Ａは、プラズマＣＶＤ法で形成した窒化シリコン膜の単層により保護膜を形成した
場合に対応している。試料Ｂは、プラズマＣＶＤ法で形成した窒化シリコン膜と、その上
にＡＬＤ法で形成した酸化アルミニウム膜との２層により保護膜を形成した場合に対応し
ている。試料Ｃは、プラズマＣＶＤ法で形成した窒化シリコン膜と、その上にＡＬＤ法で
形成した酸化アルミニウム膜と、その上にプラズマＣＶＤ法で形成した窒化シリコン膜と
の３層により保護膜を形成した場合に対応している。試料Ａと試料Ｂと試料Ｃでは、それ
ぞれ、基板上に保護膜を形成してあり、その保護膜のＷＶＴＲをＣａ法で測定している。
また、試料Ａと試料Ｂと試料Ｃとで、保護膜の厚さは同じにしてある。なお、試料Ａと試
料Ｂは、上記「検討の経緯」の欄で述べた保護膜に相当し、試料Ｃが、本実施の形態の保
護膜１６に相当している。
【０１１７】
　図２２のグラフに示されるように、ＷＶＴＲ（単位：ｇ・ｍ－２・day－１）は、試料
Ａが１．７×１０－３で、試料Ｂが３×１０－４であるのに対して、試料Ｃは、検出限界
以下であり、１×１０－６以下であった。この結果から、試料Ａおよび試料Ｂに比べて試
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料Ｃは、保護膜の水分透過率が非常に小さくなっていることが分かる。これは、本実施の
形態の保護膜１６に相当する試料Ｃの保護膜が、試料Ａや試料Ｂの保護膜に比べて、水分
を通過させにくく、水分の侵入を防止する膜として非常に優れていることを示している。
本実施の形態では、上述のように、絶縁膜１６ａとその上の絶縁膜１６ｂとその上の絶縁
膜１６ｃとの積層膜を、水分防止膜として用いることで、有機ＥＬ素子に水分が伝達され
るのを的確に防止することができる。
【０１１８】
　以上、本発明者によってなされた発明をその実施の形態に基づき具体的に説明したが、
本発明は前記実施の形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々変
更可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１１９】
１　表示装置
２　表示部
３　回路部
９　ガラス基板
１０　基板
１１　基板
１２　パッシベーション膜
１３　電極層
１４　有機層
１５　電極層
１６　保護膜
１６ａ，１６ｂ，１６ｃ　絶縁膜
１７　樹脂膜
２１　成膜装置
２２　ロードロック室
２３　トランスファチャンバ
２４，２５，２６　チャンバ
２７　処理対象物
３１　ステージ
３２　シャワーヘッド
３３　アンテナ
３４　排気部
４１　ステージ
４２　上部電極
４３　排気部
４４　ガス導入部
４５　ガス排出部
ＰＨ　ピンホール
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